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日本の公共図書館における地域資料のデジタ
ル化及びデジタルアーカイブ構築の現状
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1. はじめに
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、公共
図書館においても様々な形でデジタルトランスフォー
メーション（DX）が進みつつあるところであるが、
地域資料（CA1846 参照）のデジタル化及びデジタル
アーカイブ（以下「DA」）構築もその一つである。国
立国会図書館（NDL）では主に都道府県単位で開催さ
れる図書館員等の研修会の場を借りて本テーマに関す
る情報共有の場を設定し、参加者と意見交換を行って
きた。意見交換は 2023 年 3 月から開始して 2024 年 10
月の時点で 12 の地域で開催することができた（E2600、
E2678 参照）。また、その総括として 2024 年 10 月に
NDL 主催で本テーマに関するオンラインイベントも
開催した（E2755 参照）。本稿では各地での開催の知
見を踏まえて、日本の公共図書館における地域資料の
デジタル化及び DA 構築の現状について述べてみた
い。

2. 公共図書館における DA 構築の現状
　saveMLAK による 2022 年 7 月時点での調査（1）によ
れば、全国の公共図書館や公民館図書室等 1,738 館の
うち、276 館（約 16％）が DA を公開しているとのこ
とであった。なお、ここでいう館数は自治体数にほぼ
等しい（2022 年 7 月 1 日現在の都道府県、市町村及び
特別区の数は 1,794）ので、約 16％の自治体で DA を
構築済みということになる。公共図書館の種別で詳し
く見てみると、2024 年 12 月の段階では全ての都道府
県立図書館が何らかの形で DA を構築済みである。市
町村立図書館に所蔵があって都道府県立図書館には所
蔵がない地域資料もあることから、地域資料の DA を
進めていくには市町村立図書館の DA 構築の推進が鍵
になるだろう。

3. 著作権法及び博物館法改正の影響
　次に、公共図書館を取り巻く周辺の機関のうち、特
に近年の著作権法や博物館法の改正に関係する NDL
及び博物館の状況について述べておきたい。
　2021 年に著作権法の改正があり（E2412 参照）、そ
の施行を踏まえて 2022 年 5 月に NDL で「個人向けデ

ジタル化資料送信サービス」（以下「個人送信」）を開
始した（E2529 参照）。この改正により、NDL は、デ
ジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難
なものをインターネット経由で登録した国内在住の個
人に送信できるようになった。送信可能な資料として
は NDL でデジタル化した資料だけではなく、公共図
書館等の機関が所蔵する資料をデジタル化したデータ
のうち、NDL で未所蔵かつ入手困難なものについて
は、NDL にデータを提供することで送信の対象とす
ることができること（2）がポイントである。個人送信の
開始に伴い、「国立国会図書館のデジタル化資料の個
人送信に関する合意文書」において「大学図書館・公
共図書館等の各図書館等は、国民の情報アクセスを確
保する観点から、国立国会図書館及び文化庁・文部科
学省からの依頼に応じて、国立国会図書館への積極的
な絶版等資料の提供に努めることが望ましい。」と規
定されたことから、NDL では他機関がデジタル化し
たデータの収集事業（3）を本格実施した。他機関が資料
保存の必要性からデジタル化をしたものの、著作権や
データ容量等の理由で自館の DA で公開ができないデ
ジタル化データについて提供を受け、除外手続等を経
て個人送信を可能としている。2024 年 12 月時点で公
共図書館 5 館からデータ提供を受け、国立国会図書館
デジタルコレクション（以下「デジコレ」）上で公開
している。
　また、2022 年には博物館法の改正があり、DA の作
成と公開が博物館の行う事業の一つとして新たに明確
に位置付けられ、地域連携が努力義務とされることと
なった。この改正を踏まえて日本博物館協会やデジタ
ルアーカイブ学会を中心に DA 及び地域連携に関わる
イベントが各地で開催（E2719 参照）され、同一自治
体内で図書館、博物館等が連携して一つの DA を構築
する動きも出てきている（例：埼玉県越谷市、神奈川
県小田原市など）。

　2 章で述べた公共図書館における DA 構築の現状並
びに上に述べた NDL 及び博物館等の周辺機関の動き
を踏まえると、公共図書館のデジタル化及び DA 構築
については、以下の 2 つの課題が考えられる。

（1）市町村立図書館のデジタル化及び DA 構築の推進
　全ての都道府県立図書館が DA を構築している現状
及び市町村立図書館にしか所蔵がない地域資料も存在
する現状では、市町村立図書館のデジタル化及び DA
構築をどのように進めていくかが課題となる。市町村
立図書館の自助努力だけでは財政的にも人員的にも難
しいケースが多いと考えられ、デジタル化や DA 構築
に関する都道府県立図書館からのアドバイスのほか、＊  国立国会図書館関西館電子図書館課
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都道府県立図書館の DA プラットフォームの提供と
いった支援が望まれる。例えば、岡山県立図書館では
職員が市町村立図書館へ出張してデジタル化の研修を
行っており、また「デジタル岡山大百科（4）」では市町
村の資料の登録・公開が可能となっている。また、先
に述べたように NDL 未所蔵の絶版等資料のデジタル
化データを提供しデジコレで公開することも可能であ
り、市町村立図書館では 3 件の市立図書館所蔵資料を
公開している。

（2）同一自治体内の各機関（図書館、博物館、公文書館
等）の連携

　市町村立図書館単体では、必要な資料のデジタル化
までは進めることができても、DA 構築までは財政的
な面から難しいというケースが多い。同一自治体内で
複数の文化機関等がある自治体では、自治体で一つの
DA を構築し、各機関でデジタル化したコンテンツを
そこに搭載していくという形の連携ができると、DA
構築の実現性は高まるのではないだろうか。先に例示し
た越谷市（埼玉県）では、図書館に勤務経験のある学芸
員が中心になって「越谷市デジタルアーカイブ」（5）（6）を立
ち上げ、『越谷市史』や市の刊行物、地図・絵図、古文書、
3D パノラマ、映像、写真、行政資料などあらゆる資
料をこの DA 内で公開している。一方、浜松市（静岡
県）の「浜松市文化遺産デジタルアーカイブ」（7）事業
は浜松市立中央図書館が中心になって美術館及び博物
館と連携し、歴史資料を中心とした DA を構築してお
り、DA 構築事業の推進役が博物館であるか図書館で
あるかはケースにより様々である。

4. DA 構築後のメタデータ連携
　ここで DA 構築後の話題も提示しておきたい。DA
構築の様々なパターンについては 5 章で詳細を述べる
こととするが、自館でデジタル化した資料が自館の
DA のみでしか検索できないのでは、アクセス数も限
定的となる可能性がある。多くの市町村立図書館にお
いて所蔵資料が自館の OPAC だけではなく、都道府
県立図書館の横断検索システムでも検索できるように
なっているのと同じように、デジタルコンテンツもそ
のメタデータを連携し、都道府県立図書館の DA、国
立国会図書館サーチ（NDL サーチ）、ジャパンサーチ
等で検索できるようになれば、その分発見される可能
性が高まり、コンテンツへのアクセス数が増えること
が期待される。実際に埼玉県立図書館では、2023 年 3
月に埼玉県を地域のつなぎ役として「埼玉県立図書館
デジタルライブラリー」（8）がジャパンサーチと連携さ
れるようになり、同ライブラリーへのアクセス数が増
加したとのことであった。

　ジャパンサーチは、書籍・公文書・文化財・美術・
人文学・自然史 / 理工学・学術資産・放送番組・映画
など、我が国が保有する様々な分野のコンテンツのメ
タデータを検索・閲覧・活用できるプラットフォーム
であり、2020 年 8 月に正式版が公開された（E2317 参
照）。内閣府知的財産戦略推進事務局が庶務を務める
デジタルアーカイブ推進に関する検討会の方針のもと
で、NDL がシステム運用と連携調整を担当している。
ジャパンサーチは各分野及び地域のつなぎ役（分野・
地域コミュニティでメタデータを集約し、API 等によ
る提供を行う機関）を通じて、国の文化機関をはじめ、
図書館、博物館・美術館、更には地方自治体や大学など、
幅広い機関（アーカイブ機関）と連携している。公共
図書館の DA は書籍等分野に属し、主に NDL サーチ
がつなぎ役となってジャパンサーチに連携する。2024
年 12 月時点で約半数の 24 の都道府県立図書館が何ら
かの形でジャパンサーチと連携しており、市町村立
図書館では札幌市や大阪市などの政令指定都市をはじ
め、鎌倉市（神奈川県）等でもジャパンサーチに連携
しているが、まだ連携機関の数が限られている。DA
構築済みの図書館にとっては、今後のジャパンサーチ
との連携が選択肢となりうるし、これから DA 構築を
計画する自治体又は図書館にとっても、将来的なジャ
パンサーチ連携を見据えることが要件の一つとなりう
るのではないだろうか。

5. 公共図書館における DA 構築のパターン
　2 から 4 章の状況を踏まえ、現時点での公共図書館
における DA を、次の 4 つのケースに分類した（図）。

（1）単独又は共同で DA を構築するケース
　多くの都道府県立図書館は単独で DA を構築してい
るが、福井県（9）や長野県（10）のように同一自治体の図書
館、公文書館、博物館等が協力して一つの DA を構築
しているケースもある。DA のプラットフォームは民
間から様々なものがリリースされており、多くの館は
それらをカスタマイズして利用している。
　図書館単独の DA は NDL サーチを経由してジャパ
ンサーチと連携しているものが多いが、各機関共同で
構築された DA は、地域のつなぎ役として直接ジャパ
ンサーチに連携している場合もある。また、埼玉県や
上田市（長野県）のように、自治体内の各機関が個別
に DA を構築し、ジャパンサーチ上でメタデータを集
約して一つの DA として見せているケース（11）もある。

（2）自館のウェブサイトに掲載するケース
　（1）との違いは検索機能があるかどうかの違いに過
ぎないが、デジタル化したコンテンツをデータベース
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として管理するのではなく、冊子をデジタル化した
PDF、写真や絵葉書等 1 枚ものをデジタル化した画像
ファイル等を自館のウェブサイトに掲載しているケー
スである。一例として、五所川原市立図書館（青森県）
では過去の自治体広報誌を PDF で掲載（12）しており、
愛荘町立図書館（滋賀県）では町で保有する写真を画
像で掲載（13）している。このケースにおいても、個別に
調整の上 NDL サーチ経由でジャパンサーチに連携し
ているものがある。

（3）電子書籍サービスを活用するケース
　2025 年 1 月現在で電子書籍サービスを導入している
のは約 600 自治体（14）であり、ここ数年で一気に公共図
書館への導入が進んだ。電子書籍サービスの中には導
入館が独自にデジタル化したコンテンツを登録し公開
する機能を有しているものがあり、市町村立図書館を
中心にこのサービス内でデジタルコンテンツを公開し
ている例が多く見られる。一例として、静岡県の磐田
市立図書館（15）では、古文書や絵図等の歴史資料だけで
はなく、統計書や広報誌等の行政資料や市民の作品ま
で公開しており、これらの独自にデジタル化した資料
はログインしなくても自由に閲覧することができる。
　（1）における民間の DA プラットフォームは NDL
サーチ等との連携の機能を有しているものが多いのに
対し、電子書籍サービスは現時点ではその機能を有し
ていないため、せっかくデジタル化したコンテンツを
公開しても、当該自治体の電子書籍サービス利用者に
しか閲覧されない可能性が残る。DA の連携という点
では今後の課題であろう。

（4）他機関の DA を活用するケース
　ここでは①都道府県立図書館の DA を活用するケー
ス及び②デジコレを活用するケースを紹介する。
　①のケースでは、静岡県（16）、群馬県（17）、福井県（18）

等で県下の市町村立図書館のデジタル化コンテンツを
公開している。
　②のケースでは、3 章で述べたとおり公共図書館 5
館の提供データがデジコレで公開されている。特に岡
山県では原資料保存のために郷土雑誌等をデジタル化
したものの、著作権の問題で館内のみで提供してい
たところ、NDL で未所蔵かつ入手困難な資料として
NDL にデータを提供することにより、図書館及び個
人送信へ活用の道が開かれることになった。
　①では都道府県立図書館の DA がジャパンサーチに
連携していれば、市町村立図書館がデジタル化した資
料も、この DA に格納することでジャパンサーチから
の検索が可能になる。②ではデジコレ内のデジタル化
資料は NDL サーチ経由でジャパンサーチに連携して
いるので、提供されたコンテンツもジャパンサーチか
らの検索が可能となっている。

　この 4 つのケースのうち、DA 構築にあたって各機
関は一つを選択しなければならないというわけではな
く、資料の特性及び著作権の状況等に応じて、複数の
選択肢をとることができる状況にあることが望まし
い。特に市町村立図書館にとっては、独自に（1）～（3）
のようなプラットフォームを構築する機会に恵まれな
くとも、（4）で都道府県立図書館の DA が活用できれ
ば、その地域内のデジタル化は進みやすくなるのでは
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図　公共図書館におけるDA構築の 4パターン（筆者作成）
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ないだろうか。その意味で、都道府県立図書館の DA
がジャパンサーチと連携していれば、地域内のデジタ
ル化資料の一層の利活用推進になりうる。

6. DAの構築例
　これまで 12 の地域で意見交換を行い、筆者が特徴
的だと考えた 3 件の DA をここで紹介する。

（1）静岡県立中央図書館
　同館では 1998 年からデジタル化資料のウェブ公開
を行っており、現在は「ふじのくにアーカイブ」（19）を
運用している。特徴的なのは 5 章に述べたとおり、県
内の市町立図書館がデジタル化した資料も登録の上公
開している点であり、現在は 5 つの市立図書館の資料
を公開している。この取組は『デジタルアーカイブ学
会誌』（2023 年 7 巻 3 号）に論文として掲載されてい
るので、詳細はその論考（20）を参考にされたい。また、
県内市町のボーンデジタルの行政資料も収集し、ふじ
のくにアーカイブで公開してきたが、2021 年度にク
ローラを用いて県内自治体のウェブサイトに掲載され
た PDF を自動収集するシステムを地元企業と共同開
発し（E2510 参照）、収集した PDF を 2024 年 10 月に
インターネット上に公開したこと（21）も注目される取組
である。2027 年度には新県立中央図書館の整備が予定
されている（22）ので、既存の DA の進化も期待される。

（2）萩市立萩図書館（山口県）
　同館では 2011 年の新館開館の目玉事業の一つが DA
構築であり、藩政期及び維新期の貴重資料を中心にデ
ジタル化を進めている。補助金を活用して購入したス
キャナを用いて職員で継続的にデジタル化を行ってお
り、2024 年 12 月現在 800 点以上の資料を公開してい
る。特徴的な点として、公開に複数のプラットフォー
ム（ADEAC、TRC-DL、山口県地域学リポジトリ）
を採用しており、できるだけ費用をかけずにこれらの
プラットフォームにコンテンツを分散して公開してい
る。同館の事例については 2024 年 10 月のオンライン
イベントで報告されたので、詳細はその発表資料（23）及
び動画（24）を参考にされたい。また、「山口県地域学リ
ポジトリ（25）」は山口県内で発行される学術情報、文化
情報を電子的に収集・保存するプラットフォームで、
山口県立山口図書館、山口大学図書館、山口県立大学
図書館が協定に基づき 3 館協同で管理・運営をしてい
るという、他県にはない珍しい取組である。県内の図
書館だけではなく博物館も参加しており、地域内にこ
のようなプラットフォームがあるとデジタルの地域資
料の集積が今後進みやすいのではないだろうか。

（3）上尾市図書館（埼玉県）
　同館では 2023 年で市制 65 周年を迎えることを機に、
地域資料をデジタル化して公開する事業を行った。特
徴的なこととして、記念事業としてデジタル化する
ことを決めた資料を公開するために著作権の処理を行
い、著作権有無不明な著作物は文化庁長官裁定（著作
権法第 67 条第 1 項）を経て公開している（26）。
　著作権の確認作業は地域資料のデジタル化及び DA
での公開にとって重要なプロセスであり、多くの機関
は著作権の保護期間が満了しているものや、自機関が
著作権者である資料をデジタル化の対象としている。
これに対して同館の事例は、必要な地域資料の公開の
ためには手間を惜しまず文化庁長官裁定申請まで行っ
ている点が今後の他機関での参考になる。地域資料で
代表的なものは自治体史、郷土新聞、郷土雑誌、地図
等であるが、資料 1 点の中に複数の著作者が関わって
いるケースが多く、デジタル化してもインターネット
公開が困難な資料でもある。このような資料を公開す
るには、文化庁長官裁定制度を活用するのが一つの手
段である。なお同制度活用の事例としては、岐阜県図
書館が毎年地図の公開で、福井県文書館が 2020 年に
明治期の新聞の公開（E2277 参照）で、それぞれ裁定
を受けているが、DA での公開を目的とした公的機関
による文化庁長官裁定の活用事例は少ない状況であ
る。

7. おわりに
　地域資料のデジタル化及び DA 構築は、小さな取組
からでも始めることが可能である。例えば、1 枚もの
の絵葉書や写真であれば、各図書館にあるコピー機付
属のスキャナでデジタル化し、著作権の有無を確認し
て問題ないものを自館のウェブサイトに掲載すれば、
それほどコストをかけず取り組むことができる。その
ように地域内で多くの図書館がデジタル化及び DA 構
築に何らかの形で取り組むようになれば、当該地域内
にデジタル化や DA 構築の事例や課題も蓄積されてい
くのではないだろうか。その上で、デジタル化したコ
ンテンツがより活用されるためのオープンデータ化、
メタデータ連携、コンテンツの長期保存など、DA と
しての長期的な取組を地域全体で考える素地ができて
いくものと考えられる。
　デジタル化及び DA 構築のミニマムな成果として、
自館しか所蔵していない地域資料の保存と利用の両立
を挙げることができる。その上で、それぞれの機関が
自館にしか所蔵がない地域資料をデジタル化し、可能
な限り公開するとともに、ジャパンサーチなど複数の
プラットフォームから検索可能な状況になることで、
デジタルコンテンツの情報が集積され、各機関の DA
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が様々な場所で活用されるという、より大きな成果に
繋がっていくであろう。
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